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政

府

が

２

月

９

日

に

広

域

的

地

域

活

性

化

の

た

め

の

基

盤

整

備

に

関

す

る

法

律

の

一

部

改

正

案

を

国

会

に

提

出

し

た

。

今

回

の

改

正

は

二

地

域

居

住

（

４

面

に

「

今

週

の

こ

と

ば

」

）

促

進

の

た

め

の

市

町

村

計

画

制

度

の

創

設

や

二

地

域

居

住

者

に

住

ま

い

・

な

り

わ

い

・

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

を

提

供

す

る

活

動

に

取

り

組

む

法

人

の

指

定

制

度

の

創

設

な

ど

二

地

域

居

住

を

促

進

す

る

た

め

の

仕

組

み

の

創

設

が

柱

だ

。

た

だ

、

二

地

域

居

住

を

促

進

し

て

い

く

の

で

あ

れ

ば

、

い

ず

れ

は

居

住

す

る

二

つ

の

地

域

に

対

し

て

、

ど

の

よ

う

に

納

税

を

す

る

の

か

と

い

っ

た

こ

と

も

検

討

す

べ

き

課

題

と

な

っ

て

く

る

。

　

国

税

庁

は

２

月

�

日

、

電

子

帳

簿

保

存

法

に

関

す

る

「

お

問

合

せ

の

多

い

ご

質

問

」

に

新

た

な

問

答

を

１

問

追

加

し

た

。

追

加

さ

れ

た

問

答

は

、

電

子

取

引

デ

ー

タ

の

保

存

に

関

連

し

て

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

バ

ン

キ

ン

グ

を

利

用

し

た

場

合

に

、

金

融

機

関

の

オ

ン

ラ

イ

ン

上

の

通

帳

や

入

出

金

明

細

等

に

よ

る

保

存

も

可

能

か

ど

う

か

と

い

う

も

の

で

、

オ

ン

ラ

イ

ン

上

の

通

帳

等

に

よ

る

保

存

も

可

能

と

回

答

し

て

い

る

。

　

電

帳

法

に

基

づ

け

ば

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

バ

ン

キ

ン

グ

を

利

用

し

た

振

込

等

に

係

る

取

引

年

月

日

、

金

額

、

振

込

先

名

等

が

記

載

さ

れ

た

デ

ー

タ

は

、

そ

の

デ

ー

タ

（

ま

た

は

画

面

）

を

ダ

ウ

ン

ロ

ー

ド

す

る

、

ま

た

は

印

刷

機

能

等

に

よ

っ

て

Ｐ

Ｄ

Ｆ

フ

ァ

イ

ル

を

作

成

す

る

な

ど

の

方

法

に

よ

り

保

存

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

（

電

子

帳

簿

保

存

法

一

問

一

答

【

電

子

取

引

関

係

】

問

９

参

照

）

。

　

追

加

問

答

で

は

、

こ

の

ほ

か

、

金

融

機

関

の

オ

ン

ラ

イ

ン

上

の

通

帳

等

に

よ

る

保

存

も

可

能

な

こ

と

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

。

こ

の

場

合

、

１

件

の

振

込

等

で

振

込

先

が

複

数

あ

る

と

き

は

、

各

振

込

先

・

振

込

金

額

を

確

認

で

き

る

書

類

等

の

保

存

が

必

要

と

な

る

。

　

ま

た

、

オ

ン

ラ

イ

ン

上

の

通

帳

等

に

よ

る

保

存

の

場

合

、

オ

ン

ラ

イ

ン

上

の

通

帳

等

の

確

認

が

随

時

可

能

な

状

態

で

あ

る

と

き

は

、

必

ず

し

も

オ

ン

ラ

イ

ン

上

の

通

帳

等

を

ダ

ウ

ン

ロ

ー

ド

し

て

保

存

し

て

い

な

く

て

も

差

し

支

え

な

い

。

た

だ

、

こ

の

取

扱

い

に

よ

る

と

き

は

、

オ

ン

ラ

イ

ン

上

の

通

帳

等

の

提

供

事

業

者

が

、

電

子

取

引

に

係

る

保

存

義

務

者

が

満

た

す

べ

き

真

実

性

の

確

保

お

よ

び

検

索

機

能

の

確

保

の

要

件

を

満

た

し

て

い

る

こ

と

や

オ

ン

ラ

イ

ン

上

の

通

帳

等

の

デ

ー

タ

が

各

税

法

に

定

め

ら

れ

た

保

存

期

間

が

満

了

す

る

ま

で

オ

ン

ラ

イ

ン

上

で

確

認

が

随

時

可

能

な

状

態

で

あ

る

こ

と

が

必

要

に

な

る

。

　

国

税

庁

は

１

日

、

３

月

下

旬

か

ら

５

月

ま

で

の

間

に

税

務

署

等

で

開

催

す

る

給

与

支

払

者

向

け

定

額

減

税

説

明

会

の

詳

細

や

開

催

日

程

等

を

公

表

し

た

。

参

加

費

用

は

無

料

だ

が

、

参

加

に

当

た

り

事

前

申

込

が

必

要

と

な

る

。

　

国

税

庁

Ｌ

Ｉ

Ｎ

Ｅ

公

式

ア

カ

ウ

ン

ト

か

ら

事

前

申

込

（

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

Ｆ

Ａ

Ｑ

を

掲

載

）

を

行

う

。

Ｌ

Ｉ

Ｎ

Ｅ

が

利

用

で

き

な

い

場

合

は

電

話

に

よ

る

申

込

み

も

可

で

、

参

加

を

希

望

す

る

説

明

会

会

場

の

担

当

税

務

署

の

源

泉

所

得

税

担

当

に

電

話

す

る

。

　

開

催

日

程

は

各

都

道

府

県

別

に

公

表

さ

れ

て

お

り

、

例

え

ば

、

東

京

都

だ

と

、

１

日

時

点

で

約

４

０

０

件

の

開

催

情

報

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

ま

た

、

国

税

庁

は

同

日

、

給

与

支

払

者

向

け

所

得

税

定

額

減

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

を

開

設

し

た

。

同

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

で

は

、

所

得

税

の

定

額

減

税

制

度

に

お

け

る

給

与

の

源

泉

徴

収

に

関

す

る

一

般

的

な

質

問

や

相

談

を

受

け

付

け

て

い

る

。

電

話

番

号

は

、

０

５

７

０

―

�

―

４

５

６

２

。

受

付

時

間

は

平

日

の

午

前

９

時

か

ら

午

後

５

時

ま

で

。

全

国

一

律

の

料

金

が

か

か

る

。

　

前

記

の

電

話

番

号

に

つ

な

が

ら

な

い

場

合

は

、

�

―

６

６

２

６

―

２

０

６

７

（

通

常

電

話

料

金

）

で

も

可

。

所

轄

税

務

署

の

代

表

電

話

番

号

に

電

話

し

、

音

声

ガ

イ

ダ

ン

ス

に

沿

っ

て

「

４

」

を

選

択

し

た

場

合

も

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

に

つ

な

が

る

。

　

改

正

法

案

が

提

出

さ

れ

る

前

の

１

月

�

日

に

国

土

交

通

省

の

国

土

審

議

会

・

推

進

部

会

が

移

住

・

二

地

域

居

住

等

の

促

進

に

向

け

た

中

間

と

り

ま

と

め

を

公

表

し

た

。

同

と

り

ま

と

め

で

は

、

二

地

域

居

住

に

関

す

る

中

長

期

的

観

点

か

ら

検

討

す

べ

き

課

題

の

一

つ

と

し

て

、

納

税

等

の

負

担

に

つ

い

て

さ

ら

な

る

議

論

が

必

要

と

さ

れ

て

い

る

。

　

現

行

の

個

人

住

民

税

は

、

１

月

１

日

の

賦

課

期

日

に

市

町

村

内

に

住

所

を

有

す

る

個

人

に

対

し

、

住

所

地

の

自

治

体

が

均

等

割

と

所

得

割

を

課

す

。

こ

の

う

ち

、

所

得

割

（

道

府

県

民

税

が

４

％

、

市

町

村

民

税

が

６

％

）

は

住

所

地

の

み

が

課

す

も

の

と

な

っ

て

い

る

が

、

他

方

で

自

治

体

内

に

住

所

を

有

し

な

い

（

非

住

所

）

の

個

人

で

あ

っ

て

も

、

自

治

体

内

に

事

務

所

、

事

業

所

ま

た

は

家

屋

敷

を

有

す

る

者

は

、

個

人

住

民

税

均

等

割

の

納

税

義

務

を

負

う

。

い

わ

ゆ

る

「

家

屋

敷

課

税

」

と

呼

ば

れ

る

も

の

で

、

税

額

は

道

府

県

民

税

が

年

額

１

５

０

０

円

、

市

町

村

民

税

が

同

３

５

０

０

円

と

な

る

。

　

こ

の

家

屋

敷

課

税

を

巡

っ

て

は

、

令

和

３

年

度

当

初

課

税

で

の

納

税

義

務

者

数

が

�

万

８

８

４

４

人

、

税

収

額

（

推

計

）

が

約

�

億

円

と

な

っ

て

い

る

が

、

対

象

者

の

捕

捉

方

法

が

限

ら

れ

、

適

切

に

課

税

し

き

れ

て

い

る

か

ど

う

か

疑

問

を

呈

す

る

声

も

あ

る

。

　

二

地

域

居

住

を

行

う

者

の

個

人

住

民

税

の

負

担

の

あ

り

方

に

つ

い

て

は

、

総

務

省

の

個

人

住

民

税

検

討

会

が

４

年

度

に

検

討

を

行

っ

て

お

り

、

同

年

度

の

報

告

書

で

「

ま

ず

は

、

『

二

地

域

居

住

』

を

定

義

し

た

上

で

、

そ

の

実

態

を

把

握

す

る

必

要

が

あ

る

」

と

指

摘

。

加

え

て

、

「

仮

に

、

居

住

実

態

に

応

じ

て

複

数

の

団

体

が

個

人

住

民

税

を

課

税

す

る

こ

と

と

し

た

場

合

に

は

、

強

制

性

を

伴

う

課

税

の

根

拠

と

な

る

居

住

実

態

を

ど

の

よ

う

に

正

確

に

把

握

す

る

の

か

、

税

の

み

な

ら

ず

、

住

民

票

や

選

挙

な

ど

他

の

制

度

と

の

関

係

を

ど

の

よ

う

に

調

整

す

る

の

か

な

ど

、

様

々

な

課

題

が

想

定

さ

れ

る

」

な

ど

と

し

て

い

た

。

　

地

方

税

が

応

益

原

則

を

重

視

す

る

以

上

、

二

地

域

居

住

を

今

後

も

促

進

し

て

い

く

の

で

あ

れ

ば

、

こ

う

し

た

問

題

に

も

い

ず

れ

は

本

格

的

に

対

応

し

て

い

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

令

和

　

年

　

月

　

日
６ ３ �

第３５９４号
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令

和

５

年

分

の

所

得

税

等

の

確

定

申

告

が

�

日

で

終

了

す

る

。

今

年

は

、

自

民

党

の

裏

金

問

題

に

端

を

発

し

、

ネ

ッ

ト

上

で

は

「

確

定

申

告

ボ

イ

コ

ッ

ト

」

を

呼

び

掛

け

る

投

稿

が

広

が

っ

た

。

ま

た

、

能

登

半

島

地

震

で

被

災

し

た

納

税

者

に

は

、

申

告

・

納

付

等

の

期

限

の

延

長

の

措

置

は

あ

る

も

の

の

、

手

続

き

や

納

税

か

ら

逃

れ

ら

れ

る

も

の

で

は

な

い

。

真

面

目

な

納

税

者

が

不

満

を

感

じ

る

の

は

当

然

だ

ろ

う

★

と

は

い

え

、

裏

金

と

関

係

の

な

い

税

務

職

員

に

文

句

を

言

う

の

も

筋

違

い

だ

し

、

真

面

目

な

納

税

者

が

確

定

申

告

を

ボ

イ

コ

ッ

ト

す

る

の

も

良

く

な

い

。

こ

こ

は

き

ち

ん

と

申

告

し

て

、

納

税

を

済

ま

せ

る

こ

と

が

大

事

だ

ろ

う

★

今

後

、

政

治

の

場

面

で

ど

の

よ

う

な

動

き

が

あ

る

の

か

、

多

く

の

国

民

が

注

目

し

て

い

る

が

、

う

や

む

や

な

結

果

に

な

れ

ば

、

国

民

の

納

税

意

欲

を

削

ぐ

こ

と

は

間

違

い

な

い

。

そ

う

な

ら

な

い

こ

と

を

期

待

し

て

い

る

。

（

Ｙ

）

　

令

和

６

年

度

税

制

改

正

法

案

に

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

定

額

減

税

は

、

個

人

住

民

税

で

も

納

税

者

お

よ

び

配

偶

者

を

含

め

た

扶

養

親

族

１

人

に

つ

き

６

年

度

分

の

所

得

割

額

か

ら

１

万

円

の

控

除

を

実

施

す

る

。

給

与

の

支

払

者

等

（

特

別

徴

収

義

務

者

）

が

給

与

か

ら

特

別

徴

収

を

行

う

際

な

ど

に

定

額

減

税

分

が

反

映

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

が

、

特

別

徴

収

義

務

者

は

自

治

体

か

ら

届

く

特

別

徴

収

税

額

通

知

（

書

）

に

記

載

さ

れ

た

税

額

を

徴

収

す

れ

ば

よ

い

の

で

、

所

得

税

と

は

異

な

り

独

自

に

減

税

額

等

を

計

算

す

る

必

要

は

な

い

。

た

だ

、

定

額

減

税

の

実

施

に

よ

っ

て

例

年

と

は

勝

手

が

違

う

点

が

多

々

あ

る

の

で

、

注

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

　

財

務

省

は

１

日

、

１

月

の

税

収

実

績

を

ま

と

め

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

前

年

同

月

比

４

・

７

％

増

の

６

兆

７

４

６

１

億

円

で

、

同

月

末

累

計

は

同

５

・

０

％

減

の

�

兆

８

６

５

０

億

円

だ

っ

た

。

　

補

正

後

予

算

額

�

兆

６

１

１

０

億

円

に

対

す

る

進

捗

割

合

は

、

�

・

６

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

税

目

別

に

み

る

と

、

所

得

税

の

源

泉

分

は

、

�

月

に

支

給

さ

れ

た

ボ

ー

ナ

ス

に

よ

る

給

与

の

ほ

か

、

源

泉

徴

収

あ

り

の

特

定

口

座

の

配

当

税

収

と

株

式

譲

渡

益

が

増

加

し

た

こ

と

に

よ

り

、

同

８

・

３

％

増

の

３

兆

５

３

７

５

億

円

と

増

加

し

、

申

告

分

と

合

わ

せ

た

所

得

税

全

体

で

は

同

８

・

３

％

増

の

３

兆

５

６

２

９

億

円

だ

っ

た

。

こ

れ

は

、

昨

年

の

株

式

市

場

が

好

調

だ

っ

た

こ

と

で

、

同

省

は

、

「

キ

ャ

ピ

タ

ル

ゲ

イ

ン

を

持

っ

て

い

る

人

が

多

か

っ

た

こ

と

の

表

れ

」

と

説

明

。

し

か

し

、

昨

年

�

月

１

日

以

後

に

支

払

わ

れ

る

親

子

間

配

当

の

源

泉

徴

収

の

取

り

止

め

の

制

度

変

更

の

影

響

で

、

特

定

口

座

分

を

除

い

た

配

当

税

収

は

前

年

度

よ

り

減

少

し

て

い

る

。

　

法

人

税

は

、

�

月

期

決

算

法

人

の

確

定

申

告

分

と

５

月

期

決

算

法

人

の

中

間

申

告

分

が

中

心

だ

が

、

�

月

決

算

法

人

の

還

付

金

が

多

か

っ

た

こ

と

な

ど

に

よ

り

同

�

・

０

％

減

の

３

０

６

７

億

円

と

減

少

し

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

消

費

税

は

、

同

０

・

６

％

減

の

１

兆

９

７

４

１

億

円

と

ほ

ぼ

前

年

並

み

、

相

続

税

は

、

個

別

事

案

の

影

響

に

よ

り

同

�

・

７

％

増

の

２

８

４

９

億

円

と

大

幅

に

増

加

し

た

。

　

国

税

庁

は

４

日

、

「

税

務

代

理

権

限

証

書

の

様

式

改

正

に

伴

う

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

ソ

フ

ト

の

機

能

に

係

る

一

部

利

用

制

限

に

つ

い

て

」

を

公

表

し

、

税

理

士

に

向

け

周

知

を

図

っ

て

い

る

。

　

こ

れ

は

、

令

和

４

年

度

税

制

改

正

に

盛

り

込

ま

れ

た

税

理

士

制

度

見

直

し

に

よ

り

、

税

務

代

理

権

限

証

書

を

改

正

し

、

来

月

１

日

か

ら

新

様

式

と

な

る

こ

と

に

伴

い

（

５

年

５

月

�

日

号

１

面

参

照

）

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

ソ

フ

ト

の

シ

ス

テ

ム

改

修

を

行

う

た

め

、

今

月

�

日

か

ら

�

日

ま

で

の

間

「

申

請

・

届

出

」

手

続

を

行

う

際

、

申

請

書

や

届

出

書

に

改

正

前

の

税

務

代

理

権

限

証

書

を

添

付

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

い

う

も

の

（

「

申

告

」

手

続

に

つ

い

て

は

、

こ

の

期

間

も

、

改

正

前

の

税

務

代

理

権

限

証

書

の

添

付

が

可

能

）

。

　

こ

の

た

め

、

同

期

間

に

税

務

代

理

権

限

証

書

を

提

出

す

る

場

合

に

は

、

申

請

書

や

届

出

書

の

提

出

と

は

別

に

、

改

正

前

の

税

務

代

理

権

限

証

書

を

個

別

に

送

信

す

る

よ

う

呼

び

掛

け

て

い

る

。

　

ま

た

、

同

期

間

に

お

い

て

、

税

理

士

が

代

理

送

信

す

る

場

合

、

納

税

証

明

書

の

交

付

請

求

手

続

を

Ｗ

Ｅ

Ｂ

版

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

ソ

フ

ト

で

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

こ

の

た

め

、

税

理

士

が

代

理

送

信

す

る

場

合

は

、

Ｐ

Ｃ

版

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

ソ

フ

ト

を

利

用

す

る

必

要

が

あ

る

。

　

こ

の

ほ

か

、

シ

ス

テ

ム

改

修

以

降

は

、

「

税

務

代

理

権

限

証

書

」

及

び

「

計

算

事

項

、

審

査

事

項

等

を

記

載

し

た

書

面

」

（

以

下

、

「

税

務

代

理

権

限

証

書

等

」

）

に

つ

い

て

は

、

改

正

前

の

税

務

代

理

権

限

証

書

等

だ

け

で

な

く

、

改

正

後

の

税

務

代

理

権

限

証

書

等

（

税

務

代

理

権

限

証

書

は

「

６

年

４

月

１

日

以

降

提

出

分

」

と

記

載

さ

れ

た

も

の

）

も

表

示

さ

れ

る

が

、

�

日

ま

で

の

間

は

「

改

正

前

の

税

務

代

理

権

限

証

書

等

」

を

、

４

月

１

日

以

降

は

「

改

正

後

の

税

務

代

理

権

限

証

書

等

」

を

選

択

の

上

、

送

信

す

る

。

も

し

、

�

日

か

ら

�

日

ま

で

の

間

に

、

改

正

後

の

税

務

代

理

権

限

証

書

等

が

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

送

信

さ

れ

た

場

合

に

は

、

エ

ラ

ー

と

な

り

受

付

さ

れ

な

い

の

で

注

意

が

必

要

だ

。

　

な

お

、

４

月

１

日

以

降

に

税

理

士

が

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

代

理

受

領

す

る

こ

と

が

で

き

る

電

子

通

知

は

、

「

更

正

の

請

求

に

伴

う

通

知

」

「

更

正

の

請

求

に

係

る

更

正

通

知

」

「

期

限

後

申

告

書

の

提

出

若

し

く

は

修

正

申

告

書

の

提

出

又

は

更

正

の

請

求

に

係

る

更

正

が

あ

っ

た

場

合

に

課

す

る

加

算

税

に

係

る

賦

課

決

定

通

知

」

「

予

定

納

税

額

の

通

知

」

「

予

定

納

税

額

の

減

額

申

請

に

係

る

承

認

又

は

却

下

の

通

知

」

「

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

通

知

」

（

以

上

、

税

務

代

理

分

）

、

「

請

求

し

た

納

税

証

明

」

（

税

務

代

理

以

外

分

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

定

額

減

税

を

行

う

場

合

の

個

人

住

民

税

の

徴

収

方

法

は

、

①

給

与

所

得

に

係

る

特

別

徴

収

、

②

公

的

年

金

等

に

係

る

所

得

に

係

る

特

別

徴

収

、

③

普

通

徴

収

の

３

パ

タ

ー

ン

が

考

え

ら

れ

る

が

、

こ

こ

で

は

①

を

取

り

上

げ

る

。

　

６

年

度

の

個

人

住

民

税

の

徴

収

に

当

た

り

、

①

で

は

住

民

税

均

等

割

と

森

林

環

境

税

（

国

税

、

６

年

度

か

ら

住

民

税

均

等

割

と

あ

わ

せ

て

徴

収

）

も

含

め

６

年

６

月

分

は

徴

収

せ

ず

、

定

額

減

税

後

の

年

税

額

を

６

年

７

月

分

か

ら

７

年

５

月

分

の

�

か

月

で

均

等

に

割

っ

て

徴

収

す

る

。

特

別

徴

収

税

額

通

知

（

特

別

徴

収

義

務

者

用

、

納

税

義

務

者

用

）

の

６

年

６

月

分

の

税

額

欄

に

は

「

空

欄

」

「

０

」

「

－

」

な

ど

と

記

載

さ

れ

る

見

込

み

だ

（

自

治

体

の

判

断

に

よ

る

）

。

　

定

額

減

税

の

適

用

で

所

得

割

額

が

ゼ

ロ

に

な

っ

て

も

住

民

税

均

等

割

と

森

林

環

境

税

は

７

月

分

か

ら

徴

収

す

る

。

　

こ

こ

で

問

題

と

な

る

の

が

、

定

額

減

税

に

は

所

得

制

限

が

課

さ

れ

て

い

る

点

な

ど

。

納

税

者

の

前

年

（

５

年

分

）

の

合

計

所

得

金

額

が

１

８

０

５

万

円

超

の

場

合

、

個

人

住

民

税

に

係

る

定

額

減

税

の

対

象

に

な

ら

な

い

。

こ

う

し

た

所

得

制

限

に

よ

っ

て

定

額

減

税

の

対

象

か

ら

外

れ

る

者

や

低

所

得

世

帯

向

け

の

給

付

金

の

対

象

と

な

っ

て

お

り

定

額

減

税

の

対

象

外

と

な

る

住

民

税

均

等

割

と

森

林

環

境

税

の

み

の

課

税

者

な

ど

は

通

常

ど

お

り

６

月

分

か

ら

徴

収

す

る

。

　

こ

れ

は

あ

く

ま

で

個

人

住

民

税

に

関

す

る

話

な

の

で

、

所

得

税

に

係

る

６

月

以

降

の

月

次

減

税

額

の

控

除

は

６

年

分

の

所

得

税

に

係

る

合

計

所

得

金

額

が

１

８

０

５

万

円

超

え

る

た

め

に

定

額

減

税

の

適

用

を

受

け

な

い

と

見

込

ま

れ

る

人

で

も

控

除

を

行

う

。

こ

う

し

た

人

は

年

末

調

整

の

際

に

年

調

所

得

税

額

か

ら

行

う

控

除

の

適

用

が

受

け

ら

れ

な

い

の

で

、

年

末

調

整

の

際

に

そ

れ

ま

で

控

除

し

た

額

を

精

算

す

る

。

主

た

る

給

与

の

支

払

者

か

ら

の

給

与

収

入

が

２

０

０

０

万

円

超

の

人

は

年

末

調

整

の

対

象

と

な

ら

な

い

た

め

、

確

定

申

告

で

最

終

的

な

年

間

の

所

得

税

額

と

定

額

減

税

額

と

の

精

算

を

行

う

。

そ

れ

ぞ

れ

月

次

減

税

額

と

年

末

調

整

時

ま

た

は

確

定

申

告

時

に

算

出

さ

れ

る

最

終

的

な

定

額

減

税

額

と

の

間

に

差

額

が

生

じ

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

時

に

精

算

が

行

わ

れ

る

わ

け

だ

。

　

話

を

個

人

住

民

税

に

戻

す

と

、

６

年

６

月

分

の

特

別

徴

収

を

実

施

し

な

い

場

合

も

含

め

て

特

別

徴

収

税

額

通

知

は

法

律

の

規

定

通

り

５

月

�

日

ま

で

に

行

わ

れ

る

。

　

な

お

、

５

年

中

に

ふ

る

さ

と

納

税

を

行

っ

た

者

に

意

図

せ

ざ

る

不

利

益

が

生

じ

な

い

よ

う

に

、

６

年

度

分

の

個

人

住

民

税

に

お

け

る

ふ

る

さ

と

納

税

の

控

除

上

限

額

（

特

例

分

）

は

定

額

減

税

前

の

所

得

割

額

の

�

％

と

す

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

宿

泊

税

の

導

入

方

針

を

打

ち

出

す

自

治

体

が

相

次

い

で

い

る

。

現

在

、

導

入

を

検

討

し

て

い

る

自

治

体

は

、

都

道

府

県

で

は

北

海

道

や

沖

縄

県

な

ど

、

市

町

村

で

は

仙

台

市

や

熊

本

市

な

ど

、

あ

わ

せ

て

�

以

上

に

上

る

と

さ

れ

る

。

ま

た

、

す

で

に

導

入

済

み

の

自

治

体

で

も

税

率

等

の

引

上

げ

を

検

討

し

て

い

る

と

こ

ろ

が

あ

る

。

こ

う

し

た

中

、

経

済

三

団

体

の

ひ

と

つ

で

あ

る

経

済

同

友

会

が

１

日

、

宿

泊

税

を

全

国

的

に

広

く

展

開

す

べ

く

、

地

方

税

法

上

の

「

法

定

目

的

税

」

と

し

て

新

た

に

導

入

す

べ

き

と

す

る

提

言

を

公

表

し

た

。

　

宿

泊

税

は

、

観

光

の

振

興

を

図

る

施

策

に

要

す

る

費

用

を

充

て

る

こ

と

を

目

的

に

東

京

都

が

地

方

税

法

に

定

め

は

な

い

も

の

の

、

条

例

で

定

め

る

こ

と

が

で

き

る

「

法

定

外

目

的

税

」

と

し

て

平

成

�

年

に

国

内

で

初

め

て

導

入

し

た

。

そ

の

後

、

同

様

の

目

的

で

導

入

す

る

自

治

体

が

徐

々

に

増

え

て

は

い

た

も

の

の

、

初

導

入

か

ら

�

年

以

上

を

経

過

し

た

昨

年

４

月

１

日

時

点

で

も

そ

の

数

は

９

（

１

都

１

府

１

県

５

市

１

町

）

に

と

ど

ま

っ

て

い

た

。

　

そ

れ

が

、

こ

こ

に

き

て

導

入

を

目

指

す

自

治

体

が

急

激

に

増

え

た

理

由

の

一

つ

と

し

て

、

オ

ー

バ

ー

ツ

ー

リ

ズ

ム

の

問

題

が

あ

る

。

コ

ロ

ナ

禍

が

明

け

、

国

内

外

を

問

わ

ず

急

速

に

人

の

行

き

来

が

増

え

た

こ

と

で

、

観

光

地

の

景

観

等

が

悪

化

す

る

オ

ー

バ

ー

ツ

ー

リ

ズ

ム

の

弊

害

が

顕

著

と

な

っ

た

。

そ

の

抑

制

や

景

観

等

の

維

持

に

充

て

る

財

源

の

確

保

の

た

め

、

各

地

で

宿

泊

税

を

導

入

す

べ

き

と

の

声

が

高

ま

っ

た

。

　

そ

ん

な

中

、

経

済

同

友

会

は

、

受

益

者

負

担

の

原

則

の

下

、

観

光

振

興

を

支

え

る

特

定

財

源

を

確

保

し

、

観

光

振

興

へ

の

投

資

を

加

速

す

る

こ

と

を

目

的

に

、

次

期

「

観

光

立

国

推

進

基

本

計

画

（

第

５

次

）

」

が

改

訂

さ

れ

る

令

和

８

年

を

目

途

に

法

改

正

を

実

施

。

宿

泊

税

を

法

定

目

的

税

と

し

て

導

入

す

べ

き

と

す

る

提

言

を

ま

と

め

た

。

税

額

等

に

つ

い

て

は

、

現

在

多

く

の

自

治

体

が

採

用

し

て

い

る

定

額

税

の

ま

ま

で

は

水

準

が

低

い

と

い

わ

ざ

る

を

得

ず

、

法

定

目

的

税

化

に

当

た

っ

て

は

定

率

制

を

採

用

し

、

宿

泊

代

金

の

３

％

以

上

の

税

率

設

定

が

適

切

だ

と

し

た

。

提

言

で

は

、

例

え

ば

デ

ィ

ズ

ニ

ー

・

ワ

ー

ル

ド

な

ど

の

あ

る

米

国

フ

ロ

リ

ダ

州

オ

レ

ン

ジ

郡

（

オ

ー

ラ

ン

ド

市

）

や

ハ

ワ

イ

州

は

�

％

超

の

税

率

を

導

入

し

て

い

る

と

説

明

し

て

い

る

。

　

た

だ

、

自

治

体

の

宿

泊

税

の

導

入

で

も

宿

泊

業

者

団

体

の

反

対

に

遭

い

、

頓

挫

し

て

い

る

と

こ

ろ

も

あ

る

よ

う

だ

。

国

で

の

導

入

と

な

れ

ば

、

ハ

ー

ド

ル

は

よ

り

高

ま

る

。

同

提

言

で

も

そ

の

こ

と

を

想

定

し

て

お

り

、

法

定

目

的

税

化

に

向

け

た

立

法

が

進

ま

な

い

場

合

に

は

国

の

動

き

を

待

つ

こ

と

な

く

、

各

自

治

体

は

現

行

の

法

定

外

税

と

し

て

の

導

入

に

取

り

組

み

、

自

ら

財

源

の

確

保

に

努

力

す

べ

き

と

し

た

。

　

国

税

庁

は

２

月

�

日

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

お

い

て

、

イ

ン

ボ

イ

ス

対

応

で

問

い

合

わ

せ

の

多

い

も

の

と

し

て

、

Ｅ

Ｔ

Ｃ

対

応

や

立

替

金

精

算

の

動

画

な

ど

を

公

表

し

た

（

２

月

�

日

号

１

面

参

照

）

。

立

替

金

精

算

の

動

画

で

は

、

取

引

先

に

経

費

を

立

替

払

い

し

て

も

ら

っ

た

場

合

の

立

替

金

精

算

書

に

つ

い

て

、

取

引

先

か

ら

交

付

を

受

け

る

の

で

は

な

く

、

自

社

で

立

替

金

精

算

書

の

内

容

を

記

載

し

た

〝

明

細

書

〟

を

作

成

し

、

取

引

先

に

確

認

を

受

け

る

こ

と

で

、

仕

入

税

額

控

除

が

可

能

と

し

て

い

る

。

ま

た

、

立

替

金

精

算

書

の

み

の

保

存

で

仕

入

税

額

控

除

が

で

き

る

場

合

は

、

同

明

細

書

の

み

の

保

存

で

も

仕

入

税

額

控

除

が

で

き

る

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

４

日

、

令

和

６

年

３

月

�

日

以

降

に

、

５

年

４

月

１

日

以

後

終

了

事

業

年

度

等

分

の

法

人

税

申

告

を

行

う

者

へ

の

お

知

ら

せ

を

公

表

し

た

。

　

６

年

３

月

１

日

以

後

終

了

事

業

年

度

分

よ

り

使

用

す

る

法

人

事

業

概

況

説

明

書

の

様

式

が

改

訂

さ

れ

る

こ

と

に

伴

い

（

２

月

�

日

号

１

面

参

照

）

、

法

人

事

業

概

況

説

明

書

及

び

勘

定

科

目

内

訳

明

細

書

に

関

し

て

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

は

、

６

年

３

月

�

日

リ

リ

ー

ス

で

の

対

応

が

予

定

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

に

よ

り

、

リ

リ

ー

ス

日

以

降

に

、

５

年

４

月

１

日

以

後

終

了

事

業

年

度

等

分

の

申

告

（

修

正

申

告

を

含

む

）

を

行

う

際

に

は

、

改

訂

後

の

法

人

事

業

概

況

説

明

書

を

利

用

す

る

こ

と

に

な

る

。

そ

の

た

め

、

改

訂

前

の

法

人

事

業

概

況

説

明

書

を

利

用

す

る

者

に

つ

い

て

は

、

改

訂

後

の

法

人

事

業

概

況

説

明

書

を

改

訂

前

の

法

人

事

業

概

況

説

明

書

に

読

み

替

え

、

入

力

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

注

意

を

呼

び

か

け

て

い

る

。

　

例

と

し

て

、

６

年

１

月

決

算

法

人

が

、

６

年

３

月

�

日

に

申

告

し

た

場

合

、

「

５

　

Ｐ

Ｃ

利

用

状

況

」

欄

の

⑺

に

つ

い

て

、

改

訂

前

の

法

人

事

業

概

況

説

明

書

で

は

「

デ

ー

タ

の

保

存

先

」

を

記

載

す

る

が

、

改

訂

後

の

法

人

事

業

概

況

説

明

書

で

は

「

電

帳

法

適

用

状

況

」

に

な

っ

て

い

る

た

め

、

図

の

よ

う

に

読

み

替

え

て

入

力

し

て

く

だ

さ

い

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

開

始

に

伴

い

、

６

年

３

月

１

日

以

後

終

了

事

業

年

度

等

分

よ

り

使

用

す

る

勘

定

科

目

内

訳

明

細

書

の

様

式

の

改

訂

に

つ

い

て

も

示

さ

れ

て

い

る

。

　

取

引

先

に

経

費

を

立

替

払

い

し

て

も

ら

っ

た

場

合

、

取

引

先

名

の

宛

名

の

イ

ン

ボ

イ

ス

の

保

存

で

は

仕

入

税

額

控

除

は

不

可

で

あ

り

、

取

引

先

が

作

成

し

た

立

替

金

精

算

書

に

よ

り

、

自

身

の

仕

入

れ

で

あ

る

こ

と

を

明

確

に

す

る

必

要

が

あ

る

。

　

た

だ

し

、

立

替

え

を

受

け

た

者

に

交

付

す

る

イ

ン

ボ

イ

ス

の

コ

ピ

ー

が

大

量

と

な

る

な

ど

の

事

情

に

よ

り

、

立

替

払

い

を

行

っ

た

取

引

先

が

、

コ

ピ

ー

を

交

付

す

る

こ

と

が

困

難

な

と

き

は

、

取

引

先

名

の

イ

ン

ボ

イ

ス

を

取

引

先

に

お

い

て

保

存

し

、

自

社

は

立

替

金

精

算

書

の

み

の

保

存

を

も

っ

て

仕

入

税

額

控

除

を

行

う

こ

と

も

認

め

ら

れ

る

。

　

立

替

金

精

算

書

に

は

、

仕

入

先

が

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

か

否

か

、

適

用

税

率

ご

と

の

区

分

な

ど

、

仕

入

税

額

控

除

に

必

要

な

事

項

を

記

載

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

　

動

画

で

は

、

こ

の

立

替

金

精

算

書

に

つ

い

て

、

「

普

通

に

も

ら

え

る

も

の

な

の

か

」

「

イ

ン

ボ

イ

ス

の

交

付

義

務

は

知

っ

て

い

る

け

ど

、

立

替

金

精

算

書

？

」

と

い

っ

た

疑

問

に

対

し

、

「

自

分

で

立

替

金

精

算

書

を

作

成

し

て

取

引

先

の

確

認

を

受

け

れ

ば

よ

い

」

と

し

て

い

る

。

　

そ

し

て

、

普

通

の

立

替

金

精

算

書

の

パ

タ

ー

ン

と

し

て

、

①

他

社

宛

の

イ

ン

ボ

イ

ス

を

受

領

す

る

、

②

立

替

金

精

算

書

の

内

容

を

記

載

し

た

明

細

書

を

、

立

替

払

い

を

行

っ

た

者

に

交

付

す

る

、

③

そ

の

内

容

の

確

認

を

受

け

、

そ

れ

ら

を

保

存

す

る

こ

と

で

仕

入

税

額

控

除

が

可

能

と

し

た

。

　

取

引

先

が

イ

ン

ボ

イ

ス

を

交

付

す

る

こ

と

が

困

難

な

と

き

で

、

立

替

金

精

算

書

の

み

の

保

存

で

仕

入

税

額

控

除

が

で

き

る

場

合

は

、

同

明

細

書

の

み

の

保

存

で

も

仕

入

税

額

控

除

が

可

能

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

同

明

細

書

の

確

認

に

つ

い

て

は

、

「

一

定

期

間

内

に

ご

連

絡

い

た

だ

け

な

い

場

合

、

確

認

済

み

と

し

ま

す

」

と

い

っ

た

文

言

を

記

載

す

る

こ

と

で

、

仮

に

明

示

的

な

連

絡

が

な

く

て

も

、

確

認

済

み

と

し

て

よ

い

と

し

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

本

紙

２

月

�

日

号

で

世

界

・

日

本

の

人

口

減

少

・

少

子

化

の

姿

、

そ

れ

は

女

性

の

教

育

水

準

上

昇

に

よ

る

晩

婚

化

、

未

婚

率

増

、

合

計

特

殊

出

生

率

低

下

に

よ

る

こ

と

、

並

び

に

、

異

次

元

と

称

す

る

政

府

の

少

子

化

対

策

に

つ

い

て

述

べ

た

が

、

日

本

の

現

状

に

つ

い

て

も

う

少

し

考

え

て

み

た

い

。

　

人

口

が

減

少

す

れ

ば

女

性

の

数

も

減

る

。

し

た

が

っ

て

、

出

生

数

も

減

り

、

人

口

は

さ

ら

に

減

少

す

る

。

減

り

だ

し

た

人

口

を

ど

こ

か

の

時

点

で

維

持

、

さ

ら

に

、

増

加

に

転

ず

る

に

は

世

の

中

の

流

れ

の

変

化

、

そ

し

て

、

そ

れ

な

り

の

時

間

を

必

要

と

す

る

。

ま

た

、

近

時

の

長

寿

化

は

高

齢

者

の

増

大

を

も

た

ら

す

。

我

が

国

で

は

、

す

で

に

高

齢

者

数

は

現

役

層

の

５

割

だ

が

、

２

０

８

０

年

代

に

は

８

割

程

度

（

ほ

ぼ

日

本

人

２

人

に

１

人

が

高

齢

者

）

に

な

る

と

予

測

さ

れ

る

（

国

立

社

会

保

障

・

人

口

問

題

研

究

所

）

。

　

少

子

化

に

よ

る

人

口

減

少

と

高

齢

化

は

、

労

働

力

不

足

、

成

長

率

の

低

下

、

地

方

の

過

疎

化

、

災

害

復

旧

の

困

難

化

、

社

会

保

障

の

あ

り

方

は

じ

め

様

々

な

問

題

を

伴

い

、

そ

れ

に

応

じ

た

対

応

が

必

要

と

な

る

。

少

子

化

の

流

れ

を

変

え

る

こ

と

は

重

要

で

あ

り

、

難

し

い

問

題

で

あ

る

。

　

先

回

、

日

本

の

合

計

特

殊

出

生

率

は

２

０

２

２

年

で

１

・

�

と

世

界

で

も

極

め

て

低

い

水

準

に

あ

る

と

述

べ

た

が

、

結

婚

し

た

夫

婦

の

出

生

率

は

１

・

�

（

２

０

２

１

年

）

で

、

人

口

維

持

に

必

要

と

さ

れ

る

２

・

�

に

近

い

。

合

計

特

殊

出

生

率

を

低

く

し

て

い

る

の

は

生

涯

未

婚

率

の

増

加

で

あ

る

。

１

９

８

５

年

頃

に

は

男

女

と

も

５

％

未

満

で

あ

っ

た

も

の

が

、

２

０

２

２

年

に

は

男

性

�

％

、

女

性

�

％

に

ま

で

増

加

し

た

。

　

未

婚

増

の

理

由

は

、

男

女

と

も

に

結

婚

で

自

由

（

時

間

、

お

金

）

を

失

う

こ

と

や

新

た

な

リ

ス

ク

を

背

負

う

こ

と

を

避

け

る

動

き

、

結

婚

し

な

く

て

も

日

常

生

活

に

困

ら

な

い

こ

と

、

結

婚

を

促

す

様

々

な

仕

来

り

が

廃

れ

て

き

た

こ

と

な

ど

が

挙

げ

ら

れ

よ

う

が

、

女

性

の

ほ

と

ん

ど

が

就

業

す

る

今

日

、

結

婚

・

出

産

・

育

児

で

女

性

が

自

分

の

キ

ャ

リ

ア

を

中

断

な

い

し

諦

め

ざ

る

を

得

な

い

こ

と

も

大

き

い

。

未

婚

率

を

減

ら

す

に

は

、

結

婚

に

よ

る

女

性

の

キ

ャ

リ

ア

中

断

の

マ

イ

ナ

ス

を

最

小

化

す

る

取

り

組

み

が

求

め

ら

れ

る

。

ま

た

、

周

り

の

結

婚

へ

の

誘

い

（

結

婚

の

仲

立

ち

な

ど

）

も

必

要

で

あ

ろ

う

。

　

子

供

を

産

み

、

育

て

る

こ

と

は

苦

労

で

あ

る

と

同

時

に

楽

し

み

で

あ

る

。

伴

侶

あ

る

生

活

は

人

間

の

営

み

と

し

て

必

要

で

あ

り

、

人

生

を

豊

か

に

も

す

る

。

そ

う

し

た

意

識

、

世

の

流

れ

が

で

き

る

こ

と

、

そ

し

て

、

様

々

な

周

り

の

環

境

が

整

備

さ

れ

る

こ

と

が

肝

要

で

あ

る

。

　

異

次

元

の

少

子

化

対

策

が

既

婚

者

の

出

生

率

を

上

昇

さ

せ

る

か

、

未

婚

者

の

結

婚

を

増

加

さ

せ

る

か

、

効

果

を

見

極

め

た

い

。

（

匡

）

　

か

つ

て

は

、

都

市

住

民

が

本

人

や

家

族

の

ニ

ー

ズ

等

に

応

じ

て

、

多

様

な

ラ

イ

フ

ス

タ

イ

ル

を

実

現

す

る

た

め

の

手

段

の

一

つ

と

し

て

、

農

山

漁

村

等

で

中

期

的

、

定

期

的

・

反

復

的

に

滞

在

す

る

こ

と

等

に

よ

り

、

当

該

社

会

と

一

定

の

関

係

を

持

ち

つ

つ

、

都

市

の

住

居

に

加

え

た

生

活

拠

点

を

持

つ

こ

と

（

平

成

�

年

度

国

土

施

策

創

発

調

査

）

と

定

義

づ

け

ら

れ

て

い

た

。

　

た

だ

、

令

和

４

年

３

月

に

ま

と

め

ら

れ

た

「

地

方

公

共

団

体

向

け

二

地

域

居

住

等

施

策

推

進

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

」

に

よ

れ

ば

、

近

年

の

ラ

イ

フ

ス

タ

イ

ル

の

変

化

や

新

型

コ

ロ

ナ

の

感

染

拡

大

を

受

け

た

新

た

な

生

活

様

式

（

テ

レ

ワ

ー

ク

等

）

の

推

進

に

伴

い

、

二

地

域

居

住

を

取

り

巻

く

環

境

も

変

わ

り

始

め

て

い

る

と

い

う

。

　

こ

の

た

め

、

国

土

交

通

省

も

最

近

は

二

地

域

居

住

を

主

な

生

活

拠

点

と

は

別

の

特

定

の

地

域

に

生

活

拠

点

（

ホ

テ

ル

等

も

含

む

）

を

設

け

る

暮

ら

し

方

と

捉

え

、

三

拠

点

以

上

の

も

の

も

含

め

た

「

二

地

域

居

住

等

」

と

い

う

用

語

を

使

用

し

て

い

る

。

　

日

本

の

経

済

活

動

を

産

業

別

に

分

類

し

て

い

る

統

計

基

準

で

あ

る

総

務

省

の

「

日

本

標

準

産

業

分

類

」

が

�

年

ぶ

り

に

改

定

さ

れ

、

令

和

６

年

４

月

１

日

か

ら

施

行

さ

れ

る

。

コ

ロ

ナ

禍

を

背

景

と

し

た

産

業

動

向

や

脱

炭

素

の

取

組

み

な

ど

を

把

握

す

る

た

め

の

分

類

項

目

が

新

設

さ

れ

、

制

度

改

正

に

対

応

し

た

分

類

項

目

の

設

定

が

行

わ

れ

る

。

前

回

の

平

成

�

年

４

月

の

改

定

で

は

、

日

本

標

準

産

業

分

類

に

基

づ

い

て

区

分

さ

れ

て

い

る

類

似

業

種

株

価

等

通

達

の

業

種

目

も

見

直

さ

れ

て

い

る

。

　

コ

ロ

ナ

禍

が

背

景

の

分

類

項

目

と

し

て

は

、

フ

ー

ド

デ

リ

バ

リ

ー

市

場

の

拡

大

等

に

伴

い

「

配

達

飲

食

サ

ー

ビ

ス

業

」

と

「

施

設

給

食

業

」

、

細

菌

や

ウ

イ

ル

ス

の

消

毒

や

衛

生

管

理

を

行

う

「

ペ

ス

ト

コ

ン

ト

ロ

ー

ル

業

」

の

ほ

か

、

「

食

料

品

ス

ー

パ

ー

マ

ー

ケ

ッ

ト

」

が

新

設

さ

れ

る

。

そ

の

ほ

か

に

、

脱

炭

素

の

取

組

み

の

把

握

と

し

て

「

電

気

炉

・

電

熱

装

置

製

造

業

」

、

災

害

や

事

故

へ

の

対

応

な

ど

公

共

的

な

役

割

の

把

握

と

し

て

「

レ

ッ

カ

ー

・

ロ

ー

ド

サ

ー

ビ

ス

業

」

、

業

態

別

の

小

売

業

の

動

向

把

握

と

し

て

「

百

貨

店

」

「

総

合

ス

ー

パ

ー

マ

ー

ケ

ッ

ト

」

「

均

一

価

格

店

」

が

新

設

さ

れ

る

。

　

ま

た

、

制

度

改

正

に

対

応

し

た

分

類

項

目

と

し

て

、

「

発

電

業

」

「

送

配

電

業

」

「

介

護

医

療

院

」

「

醸

造

酒

類

製

造

業

」

な

ど

が

設

定

さ

れ

て

い

る

。

　

日

本

標

準

産

業

分

類

の

改

定

に

伴

い

、

４

月

か

ら

一

部

の

事

業

分

野

に

お

け

る

経

営

力

向

上

計

画

の

申

請

先

省

庁

も

変

更

さ

れ

る

。

例

え

ば

、

こ

れ

ま

で

「

他

に

分

類

さ

れ

な

い

そ

の

他

の

事

業

サ

ー

ビ

ス

業

」

に

分

類

さ

れ

て

い

た

「

レ

ッ

カ

ー

・

ロ

ー

ド

サ

ー

ビ

ス

業

」

は

、

今

回

の

分

類

項

目

の

新

設

に

伴

い

、

同

計

画

の

提

出

先

が

経

済

産

業

省

か

ら

国

土

交

通

省

に

変

更

と

な

る

。

経

産

省

で

は

今

月

１

日

に

こ

れ

ら

の

情

報

を

公

表

し

て

い

る

。

　

日

本

標

準

産

業

分

類

の

改

定

は

、

類

似

業

種

比

準

価

額

計

算

上

の

業

種

目

に

も

影

響

す

る

。

相

続

等

に

よ

り

取

得

し

た

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

価

額

を

類

似

業

種

比

準

方

式

に

よ

り

評

価

す

る

場

合

に

使

用

す

る

類

似

業

種

の

株

価

等

は

、

類

似

業

種

比

準

価

額

計

算

上

の

業

種

目

及

び

業

種

目

別

株

価

等

に

つ

い

て

（

法

令

解

釈

通

達

）

で

定

め

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

類

似

業

種

株

価

等

通

達

の

業

種

目

及

び

標

本

会

社

の

業

種

目

は

、

原

則

と

し

て

、

日

本

標

準

産

業

分

類

に

基

づ

い

て

区

分

さ

れ

て

い

る

。

　

内

閣

府

は

２

月

�

日

、

「

令

和

５

年

度

企

業

行

動

に

関

す

る

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

」

の

結

果

を

公

表

し

た

。

　

こ

れ

は

、

企

業

が

今

後

の

景

気

や

業

界

需

要

の

動

向

を

ど

の

よ

う

に

見

通

し

て

、

ど

の

よ

う

に

行

動

し

よ

う

と

し

て

い

る

か

に

つ

い

て

継

続

的

に

調

査

を

行

い

、

企

業

活

動

の

面

か

ら

日

本

経

済

の

実

態

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

た

も

の

。

　

調

査

結

果

を

見

る

と

、

「

令

和

６

年

度

の

実

質

経

済

成

長

率

の

見

通

し

」

は

１

・

３

％

（

前

年

度

調

査

１

・

３

％

）

で

、

「

６

年

度

の

名

目

経

済

成

長

率

の

見

通

し

」

は

２

・

３

％

（

同

１

・

７

％

）

だ

っ

た

。

　

ま

た

、

「

今

後

３

年

間

」

と

「

今

後

５

年

間

の

実

質

経

済

成

長

率

の

見

通

し

」

は

、

い

ず

れ

も

１

・

３

％

（

い

ず

れ

も

同

１

・

２

％

）

で

、

「

今

後

３

年

間

」

と

「

今

後

５

年

間

の

名

目

経

済

成

長

率

の

見

通

し

」

は

、

い

ず

れ

も

２

・

１

％

（

い

ず

れ

も

同

１

・

６

％

）

。

同

府

は

、

「

次

年

度

、

今

後

３

年

間

、

今

後

５

年

間

の

名

目

経

済

成

長

率

見

通

し

は

、

い

ず

れ

も

実

質

経

済

成

長

率

見

通

し

を

上

回

っ

て

お

り

、

企

業

が

先

行

き

の

物

価

上

昇

を

見

込

ん

で

い

る

こ

と

が

示

唆

さ

れ

る

」

と

し

て

い

る

。

「

今

後

３

年

間

に

雇

用

者

を

増

や

す

見

通

し

の

企

業

の

割

合

」

は

�

・

８

％

（

同

�

・

６

％

）

で

、

製

造

業

が

�

・

８

％

（

同

�

・

８

％

）

、

非

製

造

業

が

�

・

４

％

（

同

�

・

４

％

）

だ

っ

た

。

業

種

別

に

見

る

と

、

製

造

業

が

「

精

密

機

器

」

（

�

・

５

％

）

、

「

化

学

」

（

�

・

７

％

）

、

非

製

造

表

が

「

倉

庫

・

運

輸

関

連

業

」

（

１

０

０

％

）

、

「

保

険

業

」

（

１

０

０

％

）

と

高

い

割

合

と

な

っ

て

い

る

。

　

こ

の

ほ

か

、

「

海

外

現

地

生

産

を

行

う

企

業

の

割

合

（

製

造

業

の

み

）

」

の

「

４

年

度

実

績

」

は

�

・

８

％

、

「

５

年

度

実

績

見

込

み

」

は

�

・

２

％

、

「

�

年

度

見

通

し

」

は

�

・

４

％

で

、

海

外

に

生

産

拠

点

を

置

く

主

な

理

由

に

つ

い

て

は

、

「

現

地

・

進

出

先

近

隣

国

の

需

要

が

旺

盛

又

は

今

後

の

拡

大

が

見

込

ま

れ

る

」

が

�

・

９

％

と

最

も

多

か

っ

た

。

　

な

お

、

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

は

今

年

１

月

、

東

京

証

券

取

引

所

の

プ

ラ

イ

ム

市

場

及

び

ス

タ

ン

ダ

ー

ド

市

場

、

名

古

屋

証

券

取

引

所

の

プ

レ

ミ

ア

市

場

及

び

メ

イ

ン

市

場

に

上

場

す

る

全

企

業

３

３

２

３

社

（

５

年

�

月

１

日

現

在

）

を

対

象

に

、

調

査

票

に

よ

る

郵

送

又

は

オ

ン

ラ

イ

ン

で

実

施

し

、

回

答

企

業

数

は

１

４

３

９

社

（

製

造

業

６

２

１

社

、

非

製

造

業

８

１

８

社

）

で

、

回

答

率

�

・

３

％

と

な

っ

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　令和５年�月に国税庁が公表した「令

和４事務年度　法人税等の調査事績の概

要」によると、法人の追徴税額は３，５６３

億円と前年度比で１，０２８億円も増えてい

ます。また、国税当局は過去の申告漏れ

の事例を人工知能（ＡＩ）に学習させる

など、ＡＩの活用を本格化させています。

そこで今回は、税務調査の流れについて

解説していきます。

１　税務調査とは

　税務調査は、申告内容が正しいかどう

かを帳簿などで確認し、申告内容に誤り

が認められた場合や、申告する義務があ

りながら申告していなかったことが判明

した場合には、是正を求めるものです。

　今回は、国税局や税務署の職員が納税

者の事務所等に赴き、申告内容の確認な

どを目的として国税通則法に基づく質問

検査権を行使して行う任意調査を前提と

します。

　なお、質問検査に正当な理由なく応じ

ない場合には罰則規定があるため、任意

調査であっても税務調査に応じる義務

（受忍義務）があり、留意が必要です。

２　税務調査手続きの流れ

　手続きの流れは次のとおりです。

⑴ 事前通知

　原則として、納税者及び税務代理人の

双方に対し、電話等により、調査の開始

日時・開始場所・調査対象税目・調査対

象期間などを事前通知します。

　ただし、事前通知を行うことにより正

確な事実の把握を困難にする、又は調査

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

ると判断した場合には、事前通知せずに

税務調査を行うことがあります。

⑵ 質問検査等

　調査担当者からの質問に対して正確に

回答するとともに、調査担当者からの求

めに応じ、帳簿書類などを提示する必要

があります。

⑶ 調査終了後

　①　申告内容に誤りなしの場合

　更正処分等をすべきと認められない

旨を書面により通知します。

　②　申告内容に誤りありの場合

　調査結果の内容を説明し、修正申告

を勧奨します。

⑷ 修正申告

　修正申告の勧奨に応じるかどうかは、

あくまでも納税者の任意であり、応じな

い場合には、更正処分等を行うこととな

ります。なお、修正申告を行った場合に

は、更正の請求をすることはできますが、

不服申立てをすることができないため、

留意が必要です。

３　権利救済手続

　税務署長等が行った処分に不服がある

ときは、処分の通知を受けた日の翌日か

ら３か月以内に、税務署長等に対する再

調査の請求又は国税不服審判所長に対す

る審査請求をすることができます。

　処分に不服がある納税者は、その処分

の取消しを求める訴訟を提起するために

は、原則として審査請求を行い、その裁

決を経た後でなければならないとされて

います。

　なお、国税不服審判所長の裁決により、

処分が取り消された場合には、税務署長

等がその処分の取消しに不服があったと

しても訴訟を提起することはできません

が、納税者が不服があるときは、その裁

決があったことを知った日の翌日から６

か月以内に裁判所に訴訟を提起すること

ができます。

見直し案

特定期間の

特例

課税売上高に代わり適用可能とされ

ている給与支払額による判定の対象

から国外事業者を除外する。

新設法人の

特例

外国法人は基準期間を有する場合で

あっても、国内における事業の開始

時に本特例の適用の判定を行う。

特定新規設

立法人の特

例

対象となる特定新規設立法人の範囲

に、その事業者の国外分を含む収入

金額が�億円超である者が直接また

は間接に支配する法人を設立した場

合のその法人を加えるほか、上記と

同様の措置を講ずる。

国外事業者に係る事業者免税点制度の特例の適用見直し

▼

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

課

税

の

導

入

　

ア

プ

リ

や

ゲ

ー

ム

な

ど

の

デ

ジ

タ

ル

サ

ー

ビ

ス

市

場

に

お

い

て

、

国

内

外

の

事

業

者

間

に

お

け

る

課

税

の

公

平

性

や

競

争

条

件

の

中

立

性

を

確

保

す

る

観

点

か

ら

、

国

外

サ

ー

ビ

ス

提

供

者

の

代

わ

り

に

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

を

提

供

す

る

事

業

者

が

消

費

税

を

納

め

る

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

課

税

を

導

入

す

る

。

対

象

は

、

国

外

事

業

者

に

よ

る

デ

ジ

タ

ル

サ

ー

ビ

ス

の

取

引

高

が

�

億

円

超

の

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

事

業

者

で

、

国

税

庁

長

官

に

よ

る

特

定

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

事

業

者

の

指

定

制

度

や

届

出

な

ど

が

措

置

さ

れ

る

。

　

令

和

７

年

４

月

１

日

以

後

に

行

わ

れ

る

電

気

通

信

利

用

役

務

の

提

供

に

つ

い

て

適

用

す

る

こ

と

と

し

、

特

定

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

事

業

者

の

指

定

制

度

に

係

る

事

前

の

指

定

及

び

届

出

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

経

過

措

置

を

講

ず

る

。

▼

国

外

事

業

者

に

係

る

事

業

者

免

税

点

制

度

の

特

例

の

適

用

の

見

直

し

等

　

国

外

事

業

者

に

よ

り

、

本

来

の

趣

旨

に

沿

わ

な

い

形

で

事

業

者

免

税

点

制

度

の

特

例

や

簡

易

課

税

制

度

な

ど

を

適

用

し

て

、

売

手

が

納

税

せ

ず

買

手

が

控

除

を

行

う

、

い

わ

ゆ

る

「

納

税

な

き

控

除

」

に

よ

る

租

税

回

避

が

行

わ

れ

て

い

る

と

し

て

、

こ

れ

に

対

応

す

る

た

め

、

次

の

①

か

ら

③

の

制

度

の

複

合

的

な

見

直

し

を

実

施

す

る

。

　

①

事

業

者

免

税

点

制

度

の

特

例

の

適

用

の

見

直

し

（

表

参

照

）

　

②

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

の

見

直

し

　

恒

久

的

施

設

を

有

し

な

い

国

外

事

業

者

は

、

国

内

に

お

け

る

課

税

仕

入

れ

等

が

一

般

的

に

は

想

定

さ

れ

ず

、

業

種

毎

の

み

な

し

仕

入

率

に

よ

る

控

除

が

適

切

と

は

い

え

な

い

た

め

、

そ

の

課

税

期

間

の

初

日

に

お

い

て

所

得

税

法

ま

た

は

法

人

税

法

上

の

恒

久

的

施

設

を

有

し

な

い

国

外

事

業

者

に

つ

い

て

は

、

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

を

認

め

な

い

こ

と

と

す

る

。

い

わ

ゆ

る

２

割

特

例

の

適

用

に

つ

い

て

も

同

様

と

す

る

。

　

③

免

税

事

業

者

等

か

ら

の

仕

入

れ

に

係

る

経

過

措

置

の

見

直

し

　

一

の

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

以

外

の

者

か

ら

の

課

税

仕

入

れ

の

額

の

合

計

額

が

そ

の

年

ま

た

は

そ

の

事

業

年

度

で

�

億

円

を

超

え

る

場

合

に

は

、

そ

の

超

え

た

部

分

の

課

税

仕

入

れ

に

つ

い

て

、

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

以

外

の

者

か

ら

行

っ

た

課

税

仕

入

れ

に

係

る

税

額

控

除

に

関

す

る

経

過

措

置

の

適

用

を

認

め

な

い

こ

と

と

す

る

。

　

①

か

ら

③

の

改

正

は

、

６

年

�

月

１

日

以

後

に

開

始

す

る

課

税

期

間

か

ら

適

用

す

る

。

▼

高

額

特

定

資

産

を

取

得

し

た

場

合

等

の

納

税

義

務

の

免

除

の

特

例

の

見

直

し

　

高

額

特

定

資

産

を

取

得

し

た

場

合

の

事

業

者

免

税

点

制

度

及

び

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

を

制

限

す

る

措

置

に

お

い

て

、

高

額

特

定

資

産

は

、

「

一

の

取

引

単

位

に

つ

き

そ

の

税

抜

き

対

価

の

額

が

１

０

０

０

万

円

以

上

」

の

も

の

と

さ

れ

て

い

る

が

、

金

地

金

等

は

、

一

の

取

引

単

位

の

金

額

の

調

整

が

容

易

で

あ

り

、

同

措

置

を

回

避

す

る

こ

と

が

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

そ

の

た

め

、

同

措

置

の

対

象

に

、

そ

の

課

税

期

間

に

お

い

て

取

得

し

た

金

ま

た

は

白

金

の

地

金

等

の

額

の

合

計

額

が

２

０

０

万

円

以

上

で

あ

る

場

合

を

加

え

る

。

　

６

年

４

月

１

日

以

後

に

国

内

に

お

い

て

事

業

者

が

行

う

金

ま

た

は

白

金

の

地

金

等

の

課

税

仕

入

れ

及

び

保

税

地

域

か

ら

引

き

取

ら

れ

る

金

ま

た

は

白

金

の

地

金

等

に

つ

い

て

適

用

す

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

税

務

訴

訟

の

判

例

を

研

究

す

る

際

に

は

、

結

果

の

勝

ち

負

け

だ

け

で

は

な

く

、

判

決

の

持

つ

意

味

を

正

し

く

解

釈

す

る

こ

と

が

重

要

で

あ

る

。

　

本

書

は

、

厳

選

さ

れ

た

重

要

租

税

判

決

１

８

７

件

に

つ

い

て

、

実

務

的

な

見

地

か

ら

的

確

・

簡

潔

に

評

釈

を

加

え

た

実

務

家

必

携

の

書

。

　

目

次

に

は

関

連

す

る

税

目

毎

の

判

決

を

掲

載

す

る

と

と

も

に

、

脚

注

や

判

例

索

引

も

充

実

さ

せ

利

用

の

便

に

供

し

た

。

　

国

税

通

則

の

項

目

で

は

、

「

相

続

税

申

告

に

係

る

株

式

の

評

価

額

が

誤

り

で

あ

っ

た

こ

と

を

確

認

し

た

判

決

に

基

づ

く

更

正

の

請

求

の

可

否

」

な

ど

を

、

所

得

税

の

項

目

で

は

、

「

実

質

的

に

債

務

で

は

な

い

債

務

が

免

除

さ

れ

た

場

合

の

『

所

得

』

の

有

無

」

な

ど

を

、

法

人

税

の

項

目

で

は

、

「

海

外

子

会

社

株

式

に

係

る

含

み

益

の

増

資

移

転

と

資

産

の

無

償

譲

渡

（

オ

ー

ブ

ン

シ

ャ

ホ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

事

件

）

」

な

ど

を

、

相

続

税

・

贈

与

税

の

項

目

で

は

、

「

被

相

続

人

の

事

業

を

承

継

し

た

相

続

人

ら

の

使

用

人

時

代

の

退

職

給

与

相

当

額

の

債

務

控

除

の

可

否

」

な

ど

を

、

消

費

税

・

そ

の

他

の

項

目

で

は

、

「

仕

入

帳

へ

の

仮

名

記

載

と

仕

入

税

額

控

除

の

可

否

」

な

ど

解

説

し

て

い

る

。

　

Ａ

５

判

、

１

４

３

２

ペ

ー

ジ

。

定

価

５

６

１

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

請

求

人

が

共

同

相

続

人

の

相

続

税

に

係

る

連

帯

納

付

義

務

に

基

づ

く

納

付

通

知

処

分

に

先

立

ち

行

わ

れ

た

更

正

処

分

等

が

無

効

で

あ

る

こ

と

を

理

由

に

納

付

通

知

処

分

も

違

法

無

効

と

主

張

も

、

審

判

所

が

更

正

処

分

等

は

当

然

に

無

効

な

処

分

と

は

い

え

ず

、

納

付

通

知

処

分

も

無

効

と

は

い

え

な

い

と

し

た

。

　

共

同

相

続

人

の

一

人

に

係

る

滞

納

相

続

税

を

徴

収

す

る

た

め

、

原

処

分

庁

が

審

査

請

求

人

に

連

帯

納

付

義

務

が

あ

る

と

し

て

連

帯

納

付

義

務

の

納

付

通

知

処

分

を

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

納

付

通

知

処

分

の

も

と

と

な

っ

た

更

正

処

分

が

無

効

で

あ

る

こ

と

な

ど

を

理

由

に

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

も

と

と

な

っ

た

更

正

処

分

を

無

効

と

い

う

こ

と

は

で

き

な

い

な

ど

と

し

て

、

納

税

通

知

処

分

を

適

法

だ

っ

た

と

判

断

し

た

（

令

和

５

年

６

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

基

礎

事

実

　

請

求

人

の

父

で

あ

る

本

件

被

相

続

人

が

死

亡

し

、

本

件

相

続

が

開

始

し

た

。

本

件

被

相

続

人

は

、

○

○

（

非

公

表

）

を

有

し

て

お

り

、

日

本

国

内

に

住

所

を

有

し

て

い

な

か

っ

た

。

　

本

件

相

続

に

係

る

共

同

相

続

人

は

、

本

件

被

相

続

人

の

長

男

、

二

男

、

三

男

、

長

女

で

あ

る

請

求

人

、

二

女

、

三

女

の

合

計

６

人

だ

っ

た

（

共

同

相

続

人

６

人

を

あ

わ

せ

て

本

件

相

続

人

ら

と

い

う

）

。

長

男

は

○

○

を

有

し

て

い

た

が

、

本

件

相

続

の

開

始

日

時

点

で

日

本

国

内

に

住

所

を

有

し

て

い

な

か

っ

た

。

ま

た

、

長

男

を

除

く

本

件

相

続

人

ら

は

、

い

ず

れ

も

日

本

国

籍

を

有

し

て

お

ら

ず

、

本

件

相

続

の

開

始

日

ま

で

の

間

、

日

本

国

内

に

生

活

の

本

拠

が

な

か

っ

た

制

限

納

税

義

務

者

だ

っ

た

。

　

本

件

被

相

続

人

は

、

本

件

相

続

の

開

始

日

に

日

本

国

内

の

み

な

ら

ず

、

○

○

を

は

じ

め

と

す

る

日

本

国

外

に

も

財

産

を

有

し

て

い

た

。

　

本

件

相

続

人

ら

は

、

本

件

被

相

続

人

の

財

産

の

う

ち

、

日

本

国

内

に

所

在

す

る

不

動

産

等

の

財

産

の

一

部

に

つ

い

て

遺

産

分

割

協

議

を

成

立

さ

せ

、

長

男

を

除

く

本

件

相

続

人

ら

で

当

該

財

産

を

取

得

し

た

。

審

査

請

求

に

至

る

経

緯

　

本

件

相

続

人

ら

は

、

本

件

相

続

に

係

る

相

続

税

（

本

件

相

続

税

）

の

申

告

書

を

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

共

同

で

Ａ

税

務

署

長

に

提

出

し

て

申

告

を

し

た

。

な

お

、

本

件

申

告

は

、

遺

産

分

割

協

議

に

基

づ

い

て

分

割

し

た

日

本

国

内

の

財

産

に

つ

い

て

の

み

申

告

す

る

も

の

だ

っ

た

。

そ

の

後

、

長

男

が

死

亡

し

、

そ

の

子

で

あ

り

、

か

つ

唯

一

の

相

続

人

で

あ

る

本

件

納

税

者

は

、

国

税

通

則

法

５

条

《

相

続

に

よ

る

国

税

の

納

付

義

務

の

承

継

》

１

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

長

男

に

課

さ

れ

る

べ

き

本

件

相

続

税

の

納

付

義

務

を

承

継

し

た

。

　

Ｂ

税

務

署

長

は

、

本

件

相

続

税

に

つ

い

て

、

令

和

２

年

６

月

�

日

付

で

、

本

件

納

税

者

に

相

続

税

の

更

正

処

分

お

よ

び

過

少

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

（

Ｂ

更

正

処

分

等

と

い

う

）

を

し

た

。

Ｂ

更

正

処

分

等

に

つ

い

て

は

、

請

求

人

に

対

す

る

後

記

の

納

付

通

知

書

に

よ

る

通

知

の

前

ま

で

に

審

査

請

求

が

さ

れ

た

。

　

Ａ

税

務

署

長

は

、

本

件

相

続

税

に

つ

い

て

、

長

男

は

○

○

を

有

し

、

平

成

�

年

６

月

�

日

に

日

本

を

出

国

す

る

ま

で

は

日

本

国

内

に

住

所

を

有

し

て

い

た

か

ら

非

居

住

無

制

限

納

税

義

務

者

に

該

当

す

る

と

認

定

し

た

上

で

、

本

件

被

相

続

人

が

所

有

し

て

い

た

日

本

国

外

に

所

在

す

る

未

分

割

の

土

地

お

よ

び

建

物

の

う

ち

長

男

の

法

定

相

続

分

相

当

額

が

、

本

件

申

告

に

お

け

る

課

税

価

格

の

合

計

額

に

算

入

さ

れ

て

い

な

い

な

ど

と

し

て

、

令

和

３

年

７

月

６

日

付

で

、

請

求

人

に

相

続

税

の

更

正

処

分

お

よ

び

過

少

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

（

こ

れ

ら

を

あ

わ

せ

て

Ａ

更

正

処

分

等

と

い

う

）

を

し

た

。

請

求

人

は

、

Ａ

更

正

処

分

等

を

不

服

と

し

て

審

査

請

求

を

し

た

。

　

そ

の

後

、

原

処

分

庁

は

、

滞

納

さ

れ

て

い

た

国

税

に

つ

い

て

、

Ｂ

税

務

署

長

か

ら

徴

収

の

引

継

ぎ

を

受

け

た

。

原

処

分

庁

は

、

滞

納

さ

れ

て

い

た

国

税

を

請

求

人

か

ら

徴

収

す

る

た

め

、

４

年

４

月

�

日

付

で

、

請

求

人

に

請

求

人

が

負

う

連

帯

納

付

義

務

に

係

る

国

税

が

本

件

滞

納

国

税

で

あ

る

こ

と

な

ど

を

記

し

た

納

付

通

知

書

に

よ

り

通

知

を

し

た

（

本

件

通

知

処

分

）

。

　

請

求

人

は

、

本

件

通

知

処

分

を

不

服

と

し

て

４

年

７

月

�

日

に

審

査

請

求

を

し

た

。

国

税

不

服

審

判

所

は

、

Ａ

更

正

処

分

等

に

係

る

審

査

請

求

に

つ

い

て

、

そ

の

一

部

を

取

り

消

す

裁

決

（

前

回

裁

決

）

を

し

た

。

国

税

不

服

審

判

所

は

、

Ｂ

更

正

処

分

等

に

係

る

審

査

請

求

に

つ

い

て

も

、

そ

の

一

部

を

取

り

消

す

裁

決

を

し

た

。

　

主

な

争

点

は

、

本

件

通

知

処

分

が

無

効

な

Ａ

更

正

処

分

等

に

基

づ

く

違

法

な

も

の

か

否

か

。

審

判

所

の

判

断

　

請

求

人

は

、

共

同

相

続

人

の

相

続

税

に

係

る

連

帯

納

付

義

務

の

本

件

通

知

処

分

に

先

立

ち

行

わ

れ

た

更

正

処

分

等

に

は

、

相

続

税

法

（

平

成

�

年

法

律

第

４

号

に

よ

る

改

正

前

の

も

の

）

１

条

の

３

《

相

続

税

の

納

税

義

務

者

》

１

項

３

号

に

規

定

す

る

相

続

税

の

納

税

義

務

者

（

制

限

納

税

義

務

者

）

で

あ

る

相

続

人

を

、

同

項

２

号

イ

に

規

定

す

る

相

続

税

の

納

税

義

務

者

（

非

居

住

無

制

限

納

税

義

務

者

）

と

判

断

し

て

国

外

財

産

（

本

件

財

産

）

へ

の

課

税

を

行

っ

た

点

の

ほ

か

、

本

件

財

産

へ

の

課

税

に

当

た

り

過

大

な

評

価

額

を

算

定

し

た

点

に

お

い

て

、

重

大

か

つ

明

白

な

瑕

疵

が

あ

り

無

効

で

あ

る

か

ら

、

更

正

処

分

等

に

基

づ

き

行

わ

れ

た

本

件

通

知

処

分

も

違

法

無

効

と

な

る

旨

を

主

張

す

る

。

　

し

か

し

な

が

ら

、

課

税

処

分

の

違

法

性

は

、

徴

収

処

分

に

承

継

さ

れ

る

も

の

で

は

な

く

、

ま

た

、

課

税

処

分

が

当

然

に

無

効

と

な

る

重

大

か

つ

明

白

な

瑕

疵

と

は

、

処

分

の

要

件

の

存

在

を

肯

定

す

る

課

税

庁

の

認

定

に

重

大

か

つ

明

白

な

瑕

疵

が

あ

る

場

合

を

指

し

、

瑕

疵

が

明

白

で

あ

る

と

い

う

の

は

、

処

分

成

立

の

当

初

か

ら

、

誤

認

で

あ

る

こ

と

が

外

形

上

、

客

観

的

に

一

見

し

て

看

取

し

得

る

ほ

ど

明

白

で

あ

る

場

合

を

指

す

と

解

さ

れ

る

。

本

件

で

は

、

相

続

人

が

非

居

住

無

制

限

納

税

義

務

者

で

あ

る

と

の

原

処

分

庁

の

認

定

に

誤

り

は

な

く

、

ま

た

、

原

処

分

庁

が

行

っ

た

本

件

財

産

の

評

価

額

の

算

定

に

外

形

上

、

客

観

的

に

一

見

し

て

看

取

し

得

る

ほ

ど

明

白

な

認

定

の

誤

り

が

あ

る

こ

と

を

認

め

る

に

足

り

る

証

拠

も

な

い

。

し

た

が

っ

て

、

請

求

人

の

主

張

に

は

理

由

が

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　年収の壁・支援強化パッケージの施策で、「１３０万の

壁」対応策としての特例措置である「事業主の証明によ

る被扶養者認定の円滑化」について説明します。

　配偶者（被保険者）の扶養に入っていた短時間労働者

等が、年収１３０万円を超えると配偶者の扶養から外れ、

国民年金・国民健康保険に加入することとなり、保険料

の負担が発生します。その結果、手取り額が減少してし

まうため、１３０万円を超えないように働く時間を調整す

ることで人手不足が生じることから、その対応が急がれ

ていました。

　今回の措置は、人手不足による労働時間延長等に伴う

「一時的な収入変動である旨の事業主の証明」を提出す

ることにより、引き続き配偶者の扶養となることが可能

となります。

　なお、１３０万円を超えてしまったからといって、直ち

に被扶養者認定を取消されるわけではありません。

　厚生労働省保険局保険課が、令和３年２月に通知した

「被扶養者の収入の確認における留意点について（再周

知）」によると、「今後１年間の収入を見込む際には、例

えば、認定時には想定していなかった事情により、一時

的に収入が増加し、直近３か月の収入を年収に換算する

と１３０万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者

認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細

書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込

みを判断すること」とあります。ただ、その認定には曖

昧な部分もあり、扶養者認定に時間がかかっていました。

　そこで、今回、収入確認にあたって、通常提出が求め

られる書類と併せて「一時的な収入変動である旨の事業

主の証明」を提出することで、保険者による円滑な被扶

養者認定を図る仕組みとなりました。

　今回の措置は、措置の詳細が示された令和５年�月�

日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において

適用し、発出日前の扶養認定及び被扶養者に係る確認に

ついては遡及しない取扱いとしています。

　対象者は、配偶者（国民年金第３号被保険者）だけで

なく、社会保険の被扶養者、新たに被扶養者としての認

定を受けようとしている人が対象となります。なお、雇

用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に１３０

万円以上となることが明らかである場合は、今回の措置

の対象外となります。

　

３

１

０

０

年

後

の

税

の

姿

　

し

ば

ら

く

世

界

の

変

わ

り

よ

う

を

聞

い

た

後

、

和

田

は

、

自

分

に

と

っ

て

身

近

な

話

題

を

王

先

生

に

尋

ね

た

。

「

２

１

０

０

年

の

税

は

ど

う

な

り

ま

し

た

か

」

　

こ

れ

も

王

先

生

の

専

門

分

野

で

あ

る

。

よ

ど

み

な

く

、

王

先

生

は

解

説

を

続

け

た

。

「

昔

も

今

も

、

税

は

社

会

の

会

費

。

公

平

・

中

立

・

簡

素

で

あ

る

こ

と

が

望

ま

し

い

。

そ

し

て

、

何

が

公

平

か

、

中

立

か

、

簡

素

か

、

長

い

間

、

試

行

錯

誤

が

続

け

ら

れ

ま

し

た

。

そ

の

結

果

が

今

の

税

制

で

あ

り

、

課

税

方

法

で

す

。

今

は

、

担

税

力

の

あ

る

納

税

者

に

適

切

に

負

担

し

て

も

ら

い

、

税

逃

れ

も

な

い

。

納

税

者

に

と

っ

て

も

、

税

務

当

局

に

と

っ

て

も

事

務

負

担

が

最

小

、

つ

ま

り

、

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

コ

ス

ト

が

小

さ

い

こ

と

が

実

現

で

き

た

と

思

い

ま

す

。

法

も

モ

ラ

ル

な

ど

を

考

え

る

ま

で

も

な

く

、

ま

し

て

租

税

回

避

行

為

な

ど

行

う

余

地

の

な

い

税

制

、

税

務

行

政

を

目

指

す

こ

と

に

な

っ

た

の

で

す

。

も

は

や

昔

の

よ

う

な

税

務

調

査

は

不

要

で

す

し

、

そ

の

た

め

の

税

務

機

関

は

な

く

な

り

ま

し

た

」

「

税

務

調

査

も

、

税

務

署

も

な

く

な

っ

た

？

？

？

」

　

和

田

は

、

驚

き

の

あ

ま

り

声

を

上

げ

た

。

和

田

の

驚

き

を

静

め

る

よ

う

に

、

王

先

生

は

説

明

を

続

け

る

。

「

今

は

、

個

人

の

情

報

の

管

理

が

進

み

、

人

々

の

所

在

の

管

理

も

、

所

得

、

資

産

、

消

費

も

す

べ

て

確

実

に

把

握

さ

れ

、

管

理

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

っ

て

い

ま

す

。

そ

し

て

、

何

に

対

し

て

ど

の

よ

う

に

負

担

を

求

め

る

こ

と

が

公

平

で

あ

り

、

十

分

な

財

源

に

な

る

か

を

、

Ａ

Ｉ

が

自

動

的

に

計

算

し

て

く

れ

る

。

で

す

か

ら

、

各

個

人

に

は

、

均

等

に

税

の

負

担

を

求

め

る

こ

と

も

あ

り

、

資

産

の

保

有

状

況

に

応

じ

て

負

担

を

求

め

る

こ

と

も

、

消

費

の

際

に

同

時

に

各

個

人

の

資

産

か

ら

連

動

し

て

課

税

負

担

分

が

控

除

さ

れ

る

方

法

も

行

わ

れ

て

い

ま

す

。

所

得

に

つ

い

て

は

、

個

人

や

法

人

の

資

産

の

増

減

が

確

実

に

管

理

で

き

る

よ

う

に

な

っ

て

お

り

、

年

の

終

わ

り

の

時

点

で

の

資

産

の

増

減

が

そ

の

ま

ま

そ

の

年

の

所

得

額

に

連

動

し

ま

す

か

ら

、

そ

の

増

加

額

に

対

し

て

所

得

課

税

を

行

う

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

　

す

べ

て

デ

ジ

タ

ル

管

理

。

負

担

の

公

平

も

Ａ

Ｉ

を

駆

使

し

て

調

整

さ

れ

て

い

ま

す

。

各

人

に

割

り

振

ら

れ

た

個

人

金

融

口

座

と

国

が

結

び

つ

く

こ

と

で

、

納

税

は

人

々

の

手

を

煩

わ

す

こ

と

も

な

く

完

了

す

る

こ

と

に

な

り

ま

す

」

　

あ

ま

り

の

変

わ

り

様

に

驚

く

和

田

に

、

王

先

生

が

笑

み

を

浮

か

べ

て

更

に

付

け

加

え

た

。

「

税

の

負

担

の

方

法

も

、

も

う

一

つ

大

き

な

変

化

が

あ

り

ま

す

。

昔

は

、

納

税

と

言

え

ば

金

銭

負

担

で

し

た

。

そ

れ

が

、

ポ

イ

ン

ト

制

に

変

わ

っ

た

だ

け

で

な

く

、

物

納

や

労

役

で

の

納

税

も

認

め

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

い

ま

す

」

「

そ

れ

は

、

前

近

代

の

納

税

で

は

な

い

の

で

す

か

」

　

怪

訝

な

表

情

で

首

を

か

し

げ

る

和

田

に

、

王

先

生

が

更

に

笑

顔

を

浮

か

べ

て

、

話

を

続

け

た

。

「

そ

う

で

す

ね

。

物

納

や

労

役

で

の

納

税

と

い

う

と

、

時

代

遅

れ

に

思

う

で

し

ょ

う

。

そ

の

考

え

は

少

々

時

代

遅

れ

。

そ

も

そ

も

、

金

銭

納

付

に

な

っ

た

の

は

、

納

税

の

簡

素

化

で

効

率

化

す

る

た

め

で

あ

り

、

納

付

の

基

準

を

統

一

し

、

公

平

な

負

担

を

実

現

す

る

た

め

。

今

は

、

物

の

価

値

も

、

労

働

の

価

値

も

、

Ａ

Ｉ

が

適

切

に

公

平

に

容

易

に

評

価

で

き

る

た

め

、

人

々

が

作

物

や

製

品

で

物

納

す

る

こ

と

も

、

労

働

に

よ

り

納

税

す

る

こ

と

も

、

す

べ

て

即

座

に

評

価

さ

れ

、

納

税

口

座

の

ポ

イ

ン

ト

に

反

映

さ

れ

ま

す

。

社

会

貢

献

の

行

為

も

、

税

の

一

種

と

し

て

評

価

さ

れ

て

い

ま

す

。

お

金

だ

け

で

税

を

負

担

す

る

と

い

う

時

代

は

、

昔

の

こ

と

で

す

」

（７） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

福

岡

税

務

署

（

藤

岡

龍

二

署

長

）

は

２

月

７

日

、

福

岡

市

中

央

区

の

新

天

町

商

店

街

で

精

華

女

子

高

校

吹

奏

楽

部

の

協

力

の

も

と

、

確

定

申

告

の

Ｐ

Ｒ

イ

ベ

ン

ト

を

開

催

し

た

。

九

州

北

部

税

理

士

会

福

岡

支

部

や

公

益

社

団

法

人

福

岡

中

部

法

人

会

、

福

岡

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

、

福

岡

間

税

会

と

の

共

催

で

実

施

し

た

も

の

。

　

同

校

吹

奏

楽

部

は

、

マ

ー

チ

ン

グ

や

吹

奏

楽

の

全

国

大

会

で

金

賞

を

数

多

く

受

賞

し

て

い

る

名

門

校

。

　

当

日

は

、

買

い

物

客

ら

で

賑

う

商

店

街

を

主

催

団

体

の

関

係

者

が

横

断

幕

を

掲

げ

、

同

部

マ

ー

チ

ン

グ

バ

ン

ド

と

パ

レ

ー

ド

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

そ

の

後

、

部

員

ら

は

藤

岡

署

長

か

ら

「

ス

マ

ホ

申

告

広

報

大

使

」

、

井

口

宏

樹

中

央

区

長

か

ら

「

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

普

及

Ｐ

Ｒ

大

使

」

を

委

嘱

さ

れ

、

生

徒

代

表

に

委

嘱

状

が

手

渡

さ

れ

た

。

　

委

嘱

状

を

受

け

取

っ

た

杉

浦

希

実

さ

ん

（

３

年

）

と

深

田

愛

莉

さ

ん

（

３

年

）

は

、

集

ま

っ

た

市

民

ら

に

ス

マ

ホ

と

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

た

確

定

申

告

の

利

便

性

を

Ｐ

Ｒ

し

た

。

　

沖

縄

国

税

事

務

所

（

松

沢

玲

子

所

長

）

は

２

月

�

日

、

県

内

の

外

国

語

指

導

助

手

（

Ａ

Ｌ

Ｔ

）

７

人

を

招

い

て

琉

球

泡

盛

の

体

験

バ

ス

ツ

ア

ー

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

琉

球

泡

盛

の

魅

力

を

知

っ

て

も

ら

い

、

将

来

、

本

国

へ

帰

国

後

に

琉

球

泡

盛

の

リ

ピ

ー

タ

ー

と

し

て

、

琉

球

泡

盛

の

消

費

拡

大

に

つ

な

が

る

こ

と

を

目

的

に

実

施

し

た

も

の

。

　

一

行

は

、

名

護

市

の

ヘ

リ

オ

ス

酒

造

を

訪

れ

、

同

酒

造

所

の

歴

史

や

琉

球

泡

盛

の

製

造

工

程

、

一

般

酒

と

古

酒

の

違

い

な

ど

を

学

ん

だ

ほ

か

、

甕

貯

蔵

、

樽

貯

蔵

、

ス

テ

ン

レ

ス

貯

蔵

の

飲

み

比

べ

を

行

い

、

貯

蔵

方

法

に

よ

る

風

味

の

違

い

を

楽

し

ん

だ

。

ま

た

、

泡

盛

ベ

ー

ス

の

ウ

イ

ス

キ

ー

や

沖

縄

由

来

の

ボ

タ

ニ

カ

ル

を

活

用

し

た

ク

ラ

フ

ト

ビ

ー

ル

も

試

飲

し

た

。

　

参

加

者

か

ら

は

、

お

す

す

め

の

飲

み

方

、

甕

貯

蔵

や

樽

貯

蔵

へ

の

こ

だ

わ

り

、

貯

蔵

年

数

に

よ

る

酒

質

の

違

い

な

ど

の

質

問

が

多

く

寄

せ

ら

れ

た

ほ

か

、

「

泡

盛

の

魅

力

を

初

め

て

知

っ

た

」

「

泡

盛

の

飲

用

の

多

様

性

を

丁

寧

に

説

明

し

て

い

く

こ

と

で

、

よ

り

海

外

へ

広

が

っ

て

い

く

の

で

は

な

い

か

」

と

い

う

声

も

出

て

い

た

。

　

広

島

・

庄

原

間

税

会

（

三

宅

弘

人

会

長

）

は

２

月

９

日

、

幼

い

頃

か

ら

税

の

役

割

や

大

切

さ

を

伝

え

、

税

に

関

心

を

深

め

て

も

ら

お

う

と

、

庄

原

市

の

同

市

立

東

城

保

育

所

（

小

田

秀

美

所

長

）

に

消

費

税

を

題

材

に

し

た

紙

芝

居

「

あ

き

く

ん

と

も

み

じ

ち

ゃ

ん

の

く

ら

し

と

ぜ

い

き

ん

」

を

贈

呈

し

た

。

　

当

日

は

、

同

間

税

会

の

西

上

至

副

会

長

が

紙

芝

居

を

実

演

。

恐

竜

に

ま

た

が

っ

た

鬼

に

扮

し

て

、

登

場

す

る

全

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

を

七

色

の

声

で

読

み

聞

か

せ

た

。

そ

の

熱

演

ぶ

り

に

引

き

込

ま

れ

た

園

児

た

ち

は

、

税

で

支

え

ら

れ

た

き

れ

い

で

安

全

な

町

に

感

謝

の

気

持

ち

が

芽

生

え

た

よ

う

だ

っ

た

。

　

最

後

に

、

園

児

た

ち

は

イ

ー

タ

君

の

お

面

を

被

っ

て

、

プ

チ

イ

ー

タ

君

に

変

身

す

る

な

ど

、

税

を

学

ぶ

ひ

と

時

を

過

ご

し

た

＝

写

真

。

　

福

岡

・

九

州

北

部

税

理

士

会

直

方

支

部

（

花

田

昭

支

部

長

）

は

さ

き

ご

ろ

、

支

部

創

立

�

周

年

を

記

念

し

て

、

税

理

士

バ

ッ

ジ

（

会

員

章

）

の

デ

ザ

イ

ン

を

焼

印

し

た

ま

ん

じ

ゅ

う

＝

写

真

＝

を

会

員

や

関

係

各

所

に

配

布

し

、

支

部

活

動

へ

の

協

力

に

感

謝

の

意

を

伝

え

た

。

　

同

支

部

は

、

昭

和

�

年

４

月

に

筑

豊

支

部

直

方

部

会

が

支

部

と

し

て

独

立

。

以

来

、

管

轄

の

直

方

市

を

は

じ

め

、

宮

若

市

、

鞍

手

町

、

小

竹

町

で

無

料

税

務

相

談

会

の

実

施

や

小

中

学

校

で

開

催

さ

れ

る

租

税

教

室

へ

の

講

師

派

遣

な

ど

幅

広

く

活

動

。

花

田

支

部

長

は

「

次

の

世

代

に

つ

な

い

で

い

く

支

部

運

営

を

行

っ

て

い

き

た

い

」

と

今

後

の

意

気

込

み

を

語

っ

た

。

　

ま

ん

じ

ゅ

う

は

、

地

元

直

方

の

銘

菓

「

成

金

饅

頭

」

を

製

造

販

売

し

て

い

る

博

多

屋

菓

子

舗

の

協

力

の

も

と

、

成

金

饅

頭

の

梅

の

花

の

デ

ザ

イ

ン

を

変

更

し

て

作

ら

れ

た

。

　

高

松

税

務

署

（

西

内

勝

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

５

年

春

の

選

抜

高

校

野

球

大

会

で

国

歌

を

独

唱

し

た

「

中

村

心

澪

さ

ん

（

高

校

３

年

生

）

」

を

招

い

て

、

自

宅

等

か

ら

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

確

定

申

告

を

Ｐ

Ｒ

し

た

。

　

中

村

さ

ん

は

、

ス

マ

ホ

の

カ

メ

ラ

で

源

泉

徴

収

票

を

撮

影

す

る

と

デ

ー

タ

が

自

動

入

力

さ

れ

る

機

能

を

使

っ

て

確

定

申

告

書

の

作

成

を

体

験

し

た

＝

写

真

。

　

体

験

終

了

後

、

中

村

さ

ん

は

「

確

定

申

告

と

い

う

と

複

雑

で

難

し

い

イ

メ

ー

ジ

が

あ

っ

た

が

、

ス

マ

ホ

を

使

う

と

意

外

と

簡

単

に

で

き

、

イ

メ

ー

ジ

が

変

わ

っ

た

。

ぜ

ひ

使

っ

て

い

た

だ

き

た

い

」

と

コ

メ

ン

ト

し

、

ス

マ

ホ

で

の

確

定

申

告

を

呼

び

掛

け

た

。

　

一

般

社

団

法

人

東

京

法

人

会

連

合

会

（

小

林

栄

三

会

長

）

は

２

月

�

日

、

東

京

都

内

の

渋

谷

エ

ク

セ

ル

ホ

テ

ル

東

急

で

、

東

京

国

税

局

担

当

官

に

よ

る

「

局

調

査

部

所

管

法

人

セ

ミ

ナ

ー

」

を

開

い

た

。

　

第

１

部

で

は

、

同

局

の

窪

田

悟

嗣

調

査

第

四

部

長

が

「

税

務

行

政

の

現

状

と

課

題

」

と

題

し

て

講

演

し

た

＝

写

真

。

　

第

２

部

で

は

、

総

務

部

企

画

課

の

小

高

一

夫

主

任

税

務

分

析

専

門

官

が

「

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

」

と

題

し

て

、

調

査

第

一

部

調

査

開

発

課

の

馬

場

毅

情

報

技

術

専

門

官

が

「

電

子

帳

簿

保

存

法

の

実

務

に

つ

い

て

」

と

題

し

て

、

調

査

第

一

部

国

際

調

査

管

理

課

の

渡

邉

真

倫

江

国

際

税

務

専

門

官

が

「

国

際

課

税

に

関

す

る

実

務

上

の

留

意

点

」

と

題

し

て

、

そ

れ

ぞ

れ

講

師

を

務

め

た

。

　

東

京

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

（

近

藤

忠

夫

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

納

貯

功

労

者

表

彰

式

を

上

野

精

養

軒

で

行

っ

た

＝

写

真

。

　

表

彰

式

に

は

約

１

４

０

人

が

参

加

、

東

総

連

に

所

属

す

る

�

地

区

（

署

）

連

か

ら

推

薦

さ

れ

た

�

人

が

永

年

の

納

貯

活

動

へ

の

貢

献

を

讃

え

て

表

彰

さ

れ

た

。

　

引

き

続

き

開

催

さ

れ

た

受

賞

者

祝

賀

会

で

は

、

国

税

、

都

税

関

係

の

受

賞

者

�

人

お

よ

び

２

団

体

を

会

場

で

披

露

す

る

な

ど

、

終

始

和

や

か

な

祝

宴

と

な

っ

た

。

　

愛

知

県

と

三

重

県

内

の

ク

ラ

フ

ト

ビ

ー

ル

業

者

�

社

は

こ

の

ほ

ど

、

愛

知

県

清

須

市

の

キ

リ

ン

ビ

ー

ル

名

古

屋

工

場

で

「

愛

知

・

三

重

合

同

ク

ラ

フ

ト

ビ

ー

ル

の

会

」

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

ク

ラ

フ

ト

ビ

ー

ル

は

近

年

、

人

気

の

高

ま

り

か

ら

新

規

参

入

が

増

加

し

て

い

る

一

方

で

、

小

規

模

な

事

業

者

が

多

い

た

め

、

味

や

香

り

の

安

定

化

な

ど

に

課

題

を

抱

え

て

い

る

。

　

こ

う

し

た

課

題

を

解

決

す

る

た

め

、

日

本

の

ク

ラ

フ

ト

ビ

ー

ル

界

を

牽

引

す

る

ス

プ

リ

ン

グ

バ

レ

ー

ブ

ル

ワ

リ

ー

株

式

会

社

ヘ

ッ

ド

ブ

リ

ュ

ワ

ー

の

辻

峻

太

郎

氏

と

名

古

屋

国

税

局

の

田

中

淳

鑑

定

官

を

講

師

に

招

き

、

ク

ラ

フ

ト

ビ

ー

ル

市

場

を

拡

大

す

る

た

め

の

取

組

み

や

香

り

に

関

す

る

品

質

向

上

の

た

め

の

セ

ミ

ナ

ー

を

実

施

。

　

ま

た

、

参

加

し

た

ブ

ル

ワ

リ

ー

が

自

慢

の

ビ

ー

ル

を

持

ち

寄

り

、

テ

イ

ス

テ

ィ

ン

グ

を

行

い

な

が

ら

、

ビ

ー

ル

の

製

造

方

法

な

ど

の

課

題

に

つ

い

て

意

見

を

交

換

し

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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